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現　状　�
１　年少人口の状況
　○　平成 29年１月の都の人口（外
国人を含む。）は約 1,365 万人で
す。このうち年少（０～ 14 歳）
人口は約 159 万人であり、都人
口に占める割合は 11.7％となっ
ています。

　○　都の年少人口は、平成 14 年
以降少しずつ増加していますが、
将来推計では、平成 37 年に約
131 万人となり、緩やかな減少が
予測されています。

２　小児医療資源の状況
（小児科医師）
　○　厚生労働省「医師・歯科医師・

薬剤師調査」によると、平成 26
年の都の小児科医師数（主たる
診療科を小児科とする医師）は、
2,327 人です。これは、平成 16
年の同じ調査における 1,850 人
と比較して 477 人、約 26％の
増となっています。

　○　平成 26 年の小児科医師 2,327 人のうち、病院に勤務する医師は 1,479 人、診療
所に勤務する医師は 848人です。平成 16年の同じ調査では、病院に勤務する小児科

○ 　小児患者に対して、その症状に応じた適切な対応が可能となるよう小児救急医療

体制を整備し、その充実を図ります。

○ 　こども救命センターと地域の関係機関との連携を促進するなど、迅速かつ適切な

救命処置から円滑な転退院まで、患者・家族を支援します。

○ 　子供の健康を守るため、健康に関する相談支援事業や、医療機関情報の提供・子

供の事故防止に関する普及啓発事業を推進します。

○ 　小児医療を担う人材の確保や、小児等在宅医療の提供体制の整備等により、地域

の小児医療体制を確保します。
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医師は 1,121 人、診療所に勤務する小児科医師 729 人であり、病院・診療所に勤務
する医師ともに増加しています。

　○　また、都の小児科医師（主たる診療科を小児科とする医師）の男女比は男性 56％、
女性 44％です。全国では男性 66％、女性 34％であり、全国と比較すると都は女性
医師の割合が高い状況です。

（小児科を標榜する病院）
　○　厚生労働省「医療施設（静
態・動態）調査」によると、
平成 26 年の都の小児科を
標榜する病院数は 186 施
設です。これは、平成 16
年の同じ調査における 216
施設と比較し 30 施設減少
しています。

　○　病院に勤務する小児科医師数は増加している一方で、小児科を標榜する病院数は減
少しており、病院の小児科では集約化の傾向が見られます。

（小児科を標榜する診療所）
　○　一方、平成 26 年の都の

小児科を主たる診療科目と
する診療所は 433 施設で
す。これは平成 17 年の同
じ調査における 413 施設
と比較し 20 施設増加して
います。

（小児科医療資源の状況）
　○　小児科医師数及び小児科を主たる診療科目とする診療所は増加しており、以前と比
較して、小児科の医療資源はやや改善傾向にあります。
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３　小児の死亡率及び死因
（死亡率）
　○　都の乳児死亡率については、平成 23年以降、概ね全国平均を下回る水準となって

います。
【乳児死亡率の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

乳児死亡率〔都〕
（0歳　出生千対）

2.0 2.2 2.0 1.9 1.7

乳児死亡率〔国〕
（0歳　出生千対）

2.3 2.2 2.1 2.1 1.9

　○　都の幼児死亡率については、平成23年以降、全国平均を下回る水準となっています。
【幼児死亡率の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

幼児死亡率〔都〕
（1～4歳　人口十万対）

18.1 16.2 13.7 16.8 15.9

幼児死亡率〔全国〕
（1～4歳　人口十万対）

27.4 20.7 18.4 19.1 19.2

資料：総務省「人口推計」
　　　厚生労働省「人口動態統計」
　　　東京都福祉保健局「人口動態統計」
　　　東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」

　○　都の児童死亡率については、平成 23年以降、概ね全国平均を下回る水準ですが、
全国平均と同じ又は全国値を上回る年もあります。

【児童死亡率（5 ～ 9 歳）の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

児童死亡率〔都〕
（5～9歳　人口十万対）

7.7 9.7 7.1 7.6 8.6

児童死亡率〔全国〕
（5～9歳　人口十万対）

13.8 9.3 8.5 8.7 8.6

【児童死亡率（10 ～ 14 歳）の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

児童死亡率〔都〕
（10～ 14歳　人口十万対）

7.5 7.9 7.3 9.3 7.0

児童死亡率〔全国〕
（10～ 14歳　人口十万対）

12.4 8.7 8.1 8.8 8.4

資料：厚生労働省「人口動態統計」
　　　東京都福祉保健局「人口動態統計」
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（死亡の主な原因）
　○　また、平成 27年の都の乳児及び幼児死亡の主な原因は「先天奇形、変形及び染色
体異常」、児童死亡の主な原因は「悪性新生物」、「自殺」、「不慮の事故」となっています。

【小児の死因の状況（平成 27 年）】 （単位：人、％）

死亡数

第１位 第２位 第３位

死因
死亡数

（割合）
死因

死亡数

（割合）
死因

死亡数

（割合）

乳児 (0歳 ) 189
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

67(35.4)
周産期に特異的な呼吸
障害及び心血管障害

24(12.7)
乳幼児突然死
症候群

10(5.3)

幼児
(1 ～ 4歳 )

67
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

14(20.9) 悪性新生物 7(10.4)
心疾患

5(7.5)
肺炎

児童
（5～ 9歳）

44 悪性新生物 11(25.0) 不慮の事故 7(15.9)
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

5(11.4)

児童
（10～ 14歳）

35 自殺 8(22.9) 悪性新生物 6(17.1) 不慮の事故 4(11.4)

資料：東京都「人口動態統計（平成27年）」

これまでの取組　�
１　こども救命センターの運営
　○　小児の重症症例等により、他の医療機関では救命治療の継続が困難な小児患者の受
入要請があった場合に、患者を必ず受け入れ、小児集中治療室（ＰＩＣＵ）等での救
命治療・専門医療体制を備えたこども救命センター（都内４病院）を指定し、迅速か
つ適切に救命処置を受けられる体制を確保しています。

　○　こども救命センターを地域の中核病院と位置付け、地域医療の連携拠点として医療
機関の連携調整等を行うとともに、小児臨床教育の拠点として地域研修会を開催する
など、小児医療の連携ネットワークを構築しています。

　○　また、円滑な転院・退院を支援する退院支援コーディネーターを、こども救命セン
ター全４病院に配置しています。

　　　
　○　こども救命センターの受入患者数は、平成 28年度は 779 人で、平成 25年度の患
者数と比較すると約 25％の増となっています。

【こども救命センター受入患者実績】　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

受入患者数 622 652 843 779
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２　小児救急医療体制の確保
（二次救急医療体制）
　○　二次救急医療体制としては、休日・全夜間診療事業（小児科）に参画する都内 54
病院において、緊急入院のための病床を 80床確保しています。（平成 29年４月現在）

　　　休日・全夜間診療事業（小児科）における取扱患者数は、平成 28 年度は約 22
万８千人で、平成 23年度の患者数と比較すると約 13％の減となっています。

　　　なお、この６年間の平均の患者数は24万４千人、１日当たり667人となっています。

【休日・全夜間診療事業（小児科）年度別取扱患者実績】 （単位：人）

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

取扱患者数 262,140 251,120 243,491 239,038 238,728 228,192

　入院患者数 16,410 16,789 17,135 17,717 18,303 17,065

（初期救急医療体制）
　○　平日夜間に固定施設で小児科医師が初期救急診療を行う「小児初期救急診療事業」
を実施する区市町村は40区市町村であり、共同実施を含め34施設で実施しています。
（平成 29年４月現在）

　　　平成 28年度における取扱患者総数は約３万４千人です。

【小児初期救急平日夜間診療事業実績（各年年度末現在）】 （単位：実施区市町村数、人）

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

実施区市町村数 32 32 35 35 36 40

取扱患者数 44,212 39,299 37,071 33,869 33,509 33,834

（小児医療協議会）
　○　小児医療の提供体制について検討・協議を行うため、医療機関や関係機関等で構成

される東京都小児医療協議会を設置し、初期救急から三次救急までの施設間の連携強
化を図っています。

３　小児医療に関する普及啓発・相談事業の推進
　○　子供の病気や事故防止に関する基礎的知識等の情報提供など普及啓発事業を行う区
市町村を支援しています。

　○　子供の健康に関する保護者の不安や悩みを解消し、救急医療機関にかかる前の段階
での安心を確保するため、平日夜間及び休日の電話相談「子供の健康相談室」（小児
救急相談　♯８０００）を実施しています。

　○　また、急な病気やけがをした際に、救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院に行くべきか、
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迷ったときに、緊急受診の要否や適応する診療科目、診察可能な医療機関等を相談者
に電話でアドバイスを行う「東京消防庁救急相談センター」（♯７１１９）を平成 19
年６月から運用開始し、都民の不安を解消するとともに、救急車の適正利用を図るこ
とを目指しています。《再掲》

４　地域の小児医療体制の確保
（小児医療を担う人材の確保）
　○　小児医療に従事する意思を有する医学生に奨学金を貸与し、医師の確保に取り組ん
でいます。奨学金を借りた人が医師免許取得後、地域で中核的な役割を担う医療機関
に一定期間勤務することで、安定した小児医療体制の確保を図っています。

　○　また、病院勤務医師の離職防止と定着を図るため、交代制勤務等新たな勤務形態の
導入や女性医師等の再就業支援研修の実施、チーム医療の推進など、勤務医の就労環
境を改善する取組を支援しています。

　○　地域の診療所の開業医等を対象とした小児救急医療に関する臨床研修を実施し、都
内の小児救急医療の人材確保を図っています。

（在宅移行・在宅療養生活への支援）
　○　ＮＩＣＵ等に長期入院している小児等の円滑な在宅への移行や在宅療養生活を支援
するため、在宅移行支援病床の確保や、定期的な病状管理及び保護者のレスパイトケ
アを行っています。

　○　また、在宅移行後の地域における児の安心・安全な療養生活の実現を図るため、周
産期母子医療センター等、その他の病院、診療所、保健所及び区市町村等における保
健・医療・福祉従事者に対して研修を実施し、入院児の円滑な在宅移行を担う人材と
移行後に必要な医療・保健・福祉サービスを担う人材の育成を図っています。

（小児がん対策）
　○　小児がんは、主に 15歳までの小児に発生する希少がんの総称で、都内で新たに小
児がんと診断された０歳から 14歳までの人は、年間で約 270人（罹患数）です。小
児がん患者に速やかに適切な医療を提供するため、小児がんの診療や治療を行ってい
る都内 11か所の病院を「東京都小児がん診療病院」として認定し、国が指定する都
内の小児がん拠点病院２か所とともに、「東京都小児がん診療連携ネットワーク」を
構築しています（平成 29年９月現在）。《再掲》

　○　また、都は、東京都小児がん診療連携ネットワークの参画病院である、都内の小児がん
拠点病院及び東京都小児がん診療病院と関係団体等で構成する「東京都小児がん診療連携
協議会」を設置しています。本協議会では、小児がんの診療提供体制や相談支援体制の充
実等を図るほか、都民等への小児がんに関する普及啓発等に取り組んでいます。《再掲》
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（がんに関する教育）
　○　東京都教育委員会では、児童・生徒に対して適切にがん教育が行えるよう、文部科
学省による教材や教育ガイドラインに加え、都で作成した児童・生徒向けのがん教育
リーフレットを各学校に配布し、活用を促すとともに、教員の指導力向上を目的とし
た特別講演会を実施しています。《再掲》

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞　こども救命センターの運営

　○　こども救命センターの患者受入実績は、年々増加傾向にあり、搬送元である二次救
急医療機関や救命救急センターとの連携、また、転院・退院支援の際の受入れ先や支
援先となる地域の医療・保健・福祉機関等との連携が一層求められます。

　○　また、こども救命センターでは重篤な救急患者を必ず受け入れ、救命治療を行って
いますが、受け入れた患者が慢性期に移行した後も留まる事例が増加するなど空床の
確保が困難な状況となっており、引き続き、円滑な転院や退院に向けた取組が必要で
す。

（取組１）こども救命センターのさらなる機能強化  [ 基本目標 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ]

○　従来の小児医療協議会での評価・検証に加え、こども救命センターの医師や退院支
援コーディネーター等で構成される連絡会等を活用し、事例検討や他機関との連携に
ついて検討を行うことにより、こども救命センターのさらなる機能強化を目指します。

○　退院支援コーディネーターを配置することにより、円滑な転院・退院を支援すると
ともに、在宅移行支援病床の設置や、保護者の労力軽減のためのレスパイトの実施を
促進し、在宅移行支援の充実を図ります。

○　また、社会的背景等により在宅移行が困難な児の実態を踏まえ、地域で小児の療養
生活を支える支援策を検討します。

＜課題２＞　小児救急医療体制の確保

（小児二次救急医療体制）
　○　平成 28 年の小児（０～ 14 歳）の都内救急搬送者数（東京消防庁管内）は、約
５万５千人で、そのうち約８割が軽症者です。

　○　休日・全夜間診療事業（小児科）は、基本的に入院が必要な救急患者を対象として
いますが、その取扱患者のうち、入院患者は約８％であり、入院に至らない比較的軽
症な患者が大部分となっています。
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　○　不要不急の受診を抑制するためには、子供の病気やけがへの対応について、家族の
不安を軽減するための取組や、住民の身近な地域で、軽症患者の診療を行う小児初期
救急診療事業を行う地域を拡大していくことが必要です。

　○　また、小児の救急搬送者のうち、救急搬送先の選定が困難（東京ルール）となる事
案の半数以上は、骨折等による整形外科選定事案です。そのため、このような救急患
者について搬送先医療機関の選定が困難となることがないよう、受入れを促進する取
組を行うことが必要です。

（小児初期救急医療体制）
　○　平日の夜間に初期救急診療を行う小児初期救急診療事業の実施地域については、
年々、体制整備地区が拡大していますが、地域に受入れ医療機関がない等の理由によ
り、体制確保・維持が困難な地域があります。

（災害時の小児救急医療体制）
　○　首都直下型地震などの大規模災害に備え、平常時だけでなく災害時においても小児
患者に適切に対応できるよう、災害時を見据えた小児救急医療体制の整備が必要です。

（取組２－１）小児医療に関する普及啓発・相談支援事業の推進 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　急な子供の病気への対処など子供の健康・救急に関し、電話で相談できる「子供の
健康相談室」（小児救急相談　♯８０００）や、緊急受診の要否等について電話でア
ドバイスを行う「東京消防庁救急相談センター」（♯７１１９）の利用促進を図り、
子供の急な病気やけが等に関する相談体制を確保します。

○　引き続き、住民に対して、子供の病気や事故防止に関する基礎知識等の普及啓発事
業を行う区市町村を支援します。

○　子供の病気の基礎知識や事故防止に関する情報を提供する「東京都こども医療ガイ
ド」や東京都医療機関案内サービス“ひまわり”の実施、また、休日・夜間に対応可
能な医療機関のパンフレットを作成することにより都民へ適切な情報を提供します。

（取組２－２）小児救急医療体制の充実 [ 基本目標 Ⅱ ]

《小児二次救急医療体制》
○　搬送先の二次救急医療機関の選定が困難な骨折等による小児の整形外科選定事案に
ついて、受入れ促進に向けた方策を検討します。

《小児初期救急医療体制》
○　小児初期救急医療体制を都全域で確保できるよう、体制を確保する区市町村を支援
し、小児初期救急医療体制の拡充を図ります。
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《災害時小児救急医療体制》

○　小児周産期災害リエゾン研修（厚生労働省実施）へ医師等を派遣して、災害時に災
害医療コーディネーターをサポートし、小児・周産期医療に特化した調整役を担う「災
害時小児周産期リエゾン」を養成します。

○　また、災害時小児周産期リエゾンと災害医療コーディネーターが連携した総合防災
訓練などを実施します。

＜課題３＞　地域の小児医療体制の確保

（小児医療を担う人材の確保）
　○　夜間の小児初期救急医療体制の整備に向けて、都では区市町村に対して事業実施に
向けた取組の支援を行っていますが、小児救急医療を担う医師の増加と継続的な確保
を図る必要があります。

　○　小児救急を担う病院においては、医師確保が困難な状況となる病院もあり、引き続
き、小児科医師の確保に取り組むとともに、病院勤務医師の負担を軽減し、離職防止
と定着を図っていく必要があります。

　○　また、小児科では、約４割が女性医師となっており、特に 30代後半が 50.5％と全
国と比較しても高い割合となっています。出産や育児にかかわらず、女性医師等が安
心して医療に携われるよう、勤務の継続や再就業などの支援が必要です。

（小児がん医療）
　○　小児がんは、経験が少ない医療機関では診断が難しい場合があることから、地域の
医療機関の診断技術等の向上を図り、速やかにがんの疑いがある子供を東京都小児が
ん診療連携ネットワークの参画病院につなげていくことが重要です。また、小児がん
の在宅医療に対応できる地域の医療機関は限られている状況です。《再掲》

　○　小児やＡＹＡ世代のがん患者は、治療終了後に、時間を経過してから、二次がんや
成育不良といった晩期合併症が生じる可能性があり、治療後も長期にわたる検査や診
断、支援（長期フォローアップ）が必要です。《再掲》

（がんを予防するための健康教育の推進）
　○　学校におけるがん教育を適正に実施するとともに、外部講師の活用などにより、指
導内容の充実を図る必要があります。《再掲》

（小児等在宅医療）
　○　医療・福祉・教育等多くの関係職種及び関係機関との連携体制の構築など、地域の
実情に応じた小児等在宅医療の提供体制を整備する必要があります。
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（重症心身障害児等支援）
　○　小児病棟やＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児や医療的ケアが必要な障害児
が退院後も安心して身近な地域で療養・療育が可能となるよう、在宅療育支援や地域
生活基盤の整備促進が必要です。

（小児精神科医療）
　○　医療機関をはじめとする関係機関が、心に問題を抱える子供や発達障害児等に適切
な対応を行えるように、その特性に関する正しい理解の促進が必要です。《再掲》

　○　また、こころの問題のある児に対して、都立小児総合医療センターにおける総合的
な高度専門医療を提供するとともに、地域の関係機関が連携して支えていく体制の整
備が必要です。《再掲》

（発達障害児（者）への支援）
　○　発達障害児は、早期発見・早期支援を行っていくことが重要であり、これまでの取
組を更に進めるため、保育・教育・福祉等関係機関の更なる連携体制の充実が求めら
れています。《再掲》

　○　発達障害児（者）を抱える家族への支援には、子供への関わり方を学ぶ機会や、同
じ悩みを抱える家族による支援の取組が必要です。《再掲》

（児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応）
　○　近年、都内の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数や、医療機関からの虐
待通告件数は増加傾向にあります。

　○　児童虐待の対応に当たっては、保健・医療分野を含む地域の関係機関の連携強化が
必要です。《再掲》

（取組３－１）地域の小児医療を担う人材の育成 [ 基本目標 Ⅳ ]

○　小児初期救急医療体制の確保のため、地域の診療所の開業医等を対象とした研修事
業を実施するとともに、小児救急医療全体の医療の質の向上を図るため、救急医等に
対する専門研修を実施していきます。

○　東京都地域医療奨学金を貸与することにより、小児科等都内の医師確保が必要な診
療科等の医師を確保していきます。

○　離職した女性医師等への復職支援を含め、医師の勤務環境を改善するために医療機
関が行う取組を支援します。
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（取組３－２）地域における小児医療体制の確保 [ 基本目標 Ⅲ、Ⅳ ]

《小児がん医療》
○　引き続き、東京都小児がん診療連携ネットワークを活かした質の高い小児がん医療
を提供する体制を確保していきます。また、地域の医師等を対象に小児がんの診療技
術の向上を図るための研修会等を開催するとともに、ネットワーク参画病院との連携
体制を強化していきます。さらに、ネットワーク参画病院と関係団体等で組織する東
京都小児がん診療連携協議会等において、在宅医療に携わる医師や訪問看護サービス
に携わる看護師などを対象に、小児がん患者の在宅医療に携わる人材の育成を図って
いきます。《再掲》

○　小児やＡＹＡ世代のがん患者に対する長期フォローアップは、小児科と成人診療科
の医師など、患者の状況に応じて、様々な医療従事者が連携して対応することが必要
です。小児がんのネットワーク参画病院や成人の拠点病院等は、院内や病院間の連携
を強化し、長期フォローアップを適切に実施できる体制の構築や取組の推進を図って
いきます。《再掲》

《学校におけるがんに関する教育の推進》
○　児童・生徒を対象に、発達段階に応じたリーフレットを作成・配布するとともに、
医師やがん経験者などの外部講師の活用等により、効果的ながん教育を実施します。
《再掲》

○　教員を対象とした特別講演会の実施等により、がん教育における指導力の向上を推
進します。また、学校保健委員会やＰＴＡ主催の講演会等の活用により、保護者や地
域の関係機関と連携したがん教育を推進します。《再掲》

《小児等在宅医療》
○　小児等在宅医療の推進を図るため、医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者
とその家族が、安心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた取組を行う区市町
村を支援します。

《重症心身障害児等支援》
○　重症心身障害児（者）が身近な地域で安心して生活を続けられるよう、看護師によ
る家庭訪問など、在宅療養の支援を促進するとともに、日中活動の場やショートステ
イなどの地域のサービス基盤の充実を図ります。《再掲》
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《小児精神科医療》
○　都立小児総合医療センターを拠点とし、総合的な高度医療を提供するとともに、地
域の関係機関が子供の心の診察や日常生活の中で、疾病や障害特性に応じた適切な対
応が行えるよう、医療機関や児童福祉施設、保育・教育関係者等を対象とした各種研
修等を実施します。《再掲》

（取組３－３）児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応 [ 基本目標Ⅲ、Ⅳ ]

○　要保護児童対策地域協議会において、保健・医療分野の関係機関が持つ専門的知
見などを活用し、要保護児童の早期発見や適切な保護に努めていきます。《再掲》

○　病院内に虐待対策委員会の設置を促進するとともに、医療機関従事者向けの研修を
実施します。《再掲》

○　虐待対応等について、医療機関や保健機関との連携を強化するため、児童相談所に
医療連携専門員（保健師）を配置し、保健や医療面に関する相談や指導を行います。
　《再掲》
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組２－１
取組２－２

小児救急搬送症例のうち受入困難事
例の件数（医療機関に受入の照会を
行った回数４回以上の件数）

1,307 件
（平成 27年）

減らす

取組１
取組２－１
取組２－２
取組３－１
取組３－２
取組３－３

乳児死亡率（出生千対）
1.7

（平成 27年）
下げる

幼児死亡率
（１～４歳人口十万対）

15.9
（平成 27年）

下げる

児童死亡率
（５～９歳未満人口千対）

8.6
（平成 27年）

下げる

児童死亡率
（10～ 14歳未満人口千対）

7.0
（平成 27年）

下げる
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こども救命搬送システム

こども救命センター指定施設（事業推進区域〔都内４ブロック〕に各１施設）

奥多摩町

檜原村

青梅市

日の出町

あきる野市

八王子市

瑞穂町

羽村市

福生市

武蔵村山市 東大和市

東村山市

清瀬市

東久留米市

西東京市

立川市昭島市

国立市

日野市

多摩市

町田市

稲城市

府中市

国分寺市

小平市

小金井市

三鷹市

武蔵野市

調布市

狛江市

練馬区

杉並区

世田谷区

板橋区

中野区

目黒区

大田区

北区

豊島区

新宿区

渋谷区

品川区

港区

千代田区

中央区 江東区

江戸川区

墨田区台東区文京区

荒川区 葛飾区

足立区

多摩ブロック

区東ブロック

区北ブロック

区西南ブロック

日本大学医学部附属板橋病院

東京大学医学部附属病院

国立成育医療研究センター

都立小児総合医療センター

救命救急センター

こども救命センター

（転院搬送↑）

三 次
（重篤・重症対

自宅等

初期救急医療機関 診療所

ニ 次
（中等症対応）

初 期
（軽症対応）

患
者
発
生
現
場

重症と判断

高度な救命処置・集中治療

（転院搬送↑）
（患者安定後、転院搬送↓）

二次救急医療機関

（転院搬送↑）
（患者安定後、転院搬送↓）

蘇生的治療

（搬送）

（搬送）

（原則、こども救命センターが

直近の救命センターの場合）

患者対応中の場合：

他のブロックのうち、国立成育医療

研究センターもしくは都立小児総合

医療センターへ受入を要請

システムの流れ

こども救命センターの運営
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（
平

成
２

９
年

４
月

現
在

）
東
京
都
内
に
お
け
る
小
児
救
急
医
療
体
制

奥
多

摩
町

檜
原

村

青
梅

市

日
の
出
町

あ
き
る
野

市

八
王

子
市

瑞
穂

町

羽
村

市

福
生

市

東
大

和
市

東
村

山
市

清
瀬
市

東
久

留
米

市

西
東

京
市

立
川

市

昭
島

市

国
立

市

日
野

市

多
摩

市

町
田

市

稲
城

市

府
中

市

国
分

寺
市

小
平

市

小
金

井
市

三
鷹

市武
蔵

野
市

調
布

市

狛
江

市

練
馬

区

杉
並

区

世
田

谷
区

板
橋

区

中
野

区

大
田

区

北
区

新
宿

区

渋
谷

区

品
川

区

港
区千

代
田

区
中

央
区

江
東

区

江
戸

川
区

墨
田

区
文

京
区

荒
川

区
葛

飾
区

足
立

区

4

9

1
0

11

1
6

26

27

29

3
2

3
7

4
3

5
3

5
4

5
0

3
8

39

48

1
5

2

18

22

42

20

2
3

2
8

5
2

2
4

40

36

4446

1
3

25

34

47

多
摩

ブ
ロ
ッ
ク

区
東

ブ
ロ
ッ
ク

区
西

南
ブ
ロ
ッ
ク

1
8

6

5

1
7

7
1
9

30
31

21

3
12

区
北

ブ
ロ
ッ
ク

台
東

区

豊
島

区

武
蔵

村
山

市

35

目
黒

区

33

41

1
4

495
1

45

16
東

京
女

子
医

大
病

院
17

東
京

医
科

大
学

病
院

18
慶

應
大

学
病

院
19

国
立

国
際

医
療

研
究

セ
ン

ター
20

河
北

総
合

病
院区

西
部

1
　日

本
大

学
病

院
2

　聖
路

加
国

際
病

院
3

　東
京

慈
恵

会
医

大
病

院
4

　虎
ノ門

病
院

　東
京

都
済

生
会

中
央

病
院

5
　日

本
医

科
大

学
病

院
6

　順
天

堂
医

院
7

☆
東

京
大

学
病

院
8

　東
京

医
科

歯
科

大
病

院

区
中

央
部

9
昭

和
大

学
病

院
10

東
邦

大
学

大
森

病
院

11
荏

原
病

院

区
南

部
12

東
邦

大
学

大
橋

病
院

東
京

医
療

セ
ン

ター
13

☆
国

立
成

育
医

療
研

究
セ

ン
ター

14
都

立
広

尾
病

院
15

日
赤

医
療

セ
ン

ター

区
西

南
部

37
　青

梅
市

立
総

合
病

院
西

多
摩

49
　慈

恵
医

大
附

属
第

三
病

院
50

　武
蔵

野
赤

十
字

病
院

51
　杏

林
大

学
付

属
病

院
52

☆
小

児
総

合
医

療
セ

ン
ター

　多
摩

総
合

医
療

セ
ン

ター

北
多

摩
南

部

53
　公

立
昭

和
病

院
54

　多
摩

北
部

医
療

セ
ン

ター

北
多

摩
北

部

21
都

立
大

塚
病

院
22

東
京

北
医

療
セ

ン
ター

23
☆

日
大

板
橋

病
院

24
 帝

京
大

学
病

院
25

豊
島

病
院

26
練

馬
光

が
丘

病
院

27
順

天
堂

大
学

練
馬

病
院

区
西

北
部

46
　共

済
立

川
病

院
　災

害
医

療
セ

ン
ター

47
　武

蔵
村

山
病

院
48

　太
陽

こど
も

病
院

北
多

摩
西

部

28
　女

子
医

大
東

医
療

セ
ン

ター
29

　博
慈

会
記

念
病

院
30

　慈
恵

会
医

科
大

学
葛

飾
医

療
セ

ン
ター

31
　東

部
地

域
病

院区
東

北
部

32
　都

立
墨

東
病

院
33

　賛
育

会
病

院
34

　江
東

病
院

35
　昭

和
大

学
附

属
江

東
豊

洲
病

院
36

  東
京

臨
海

病
院区

東
部

38
　東

京
医

大
八

王
子

医
療

ｾﾝ
ﾀｰ

39
　東

海
大

学
八

王
子

病
院

40
　南

多
摩

病
院

41
　町

田
市

民
病

院
42

  日
野

市
立

病
院

43
　日

医
大

多
摩

永
山

病
院

44
　多

摩
南

部
地

域
病

院
45

　稲
城

市
立

病
院南

多
摩

【
凡
例
】

☆
こ
ど
も
救

命
セ
ン
タ
ー
（
４
施

設
）

救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
（
２
６
施

設
）

№
休

日
・
全
夜

間
診

療
事
業

（
小
児

科
）
参

画
医

療
機

関
（
５
４
施

設
）

小
児
初
期

救
急

平
日
夜

間
診

療
事

業
実
施

区
市

町
村
（
２
０
区

１
７
市

２
町
１
村

）
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（10）小児医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針）

【ストラクチャー指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

1
小児救急電話相談の件数

都道府県調査 平成 27 年 
（毎年） 都道府県

36,544

小児救急電話相談回線数 2

2 小児科を標榜する病院・診療所数 医療施設調査 平成 26 年 
（３年ごと） 都道府県 846 62 73 106 80 107 81 93 10 80 43 64 46 1 

3 小児地域支援病院数
小児医療提供体制
に関する調査報告
書

平成 27 年 
（毎年） 都道府県

45 9 3 5 5 6 2 2 2 4 4 2 1 0

4 小児地域医療センター数
小児医療提供体制
に関する調査報告
書

平成 27 年 
（毎年） 都道府県

【アウトカム指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

5

小児人口あたりの時間外外来受診数（０歳
～ 15 歳未満）( 医療機関数 )

ＮＤＢ 平成 27 年 
（毎年） 都道府県

3,463 280 311 419 323 484 344 366 81 305 130 277 132 11 

小児人口あたりの時間外外来受診数（０歳
～ 15 歳未満）( 算定回数 ) 516,324 27,809 34,785 63,589 43,329 70,644 62,497 88,958 12,628 26,796 25,600 36,924 21,636 1,129 

小児人口あたりの時間外外来受診数（０歳
～ 15 歳未満）( レセプト件数 ) 409,412 24,391 29,252 51,073 33,917 56,011 46,592 66,126 10,602 22,668 19,912 30,472 17,393 1,003 

小児人口あたりの時間外外来受診数（６歳
未満）( 医療機関数 ) 2,653 196 246 320 252 374 274 294 62 220 102 207 96 10 

小児人口あたりの時間外外来受診数（６歳
未満） 
( 算定回数）

451,368 23,074 30,304 55,234 36,393 63,271 56,761 81,365 10,067 23,555 21,662 30,221 18,739 722 

小児人口あたりの時間外外来受診数（６歳
未満）( レセプト件数 ) 351,731 20,068 25,071 43,906 28,028 49,428 41,447 59,350 8,375 19,761 16,670 24,284 14,719 624 

6 乳児死亡率 人口動態調査 平成 27 年 
（毎年） 都道府県 1.7

7 幼児、小児死亡数・死亡原因・発生場所・
死亡場所（15 歳未満の死亡者数の総計） 人口動態調査 平成 28 年 

（毎年） 都道府県 335

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。


